
豪雨の爪痕 ９月 23・24 日の記録大雨により冠水した家山駅前交差点

伊久美川の増水により、崩落した県道蔵田島田線

土砂流出により、通行止めとなった国道473 号と大井川鐵道 大雨により冠水した新鍋島トンネル

問危機管理課 ☎ 36-7143

人的被害／無し
建物被害／一部損壊 3 棟、床上浸水 55 棟、床下浸水127 棟
道路／県道蔵田島田線道路陥没（長島〜犬間、中平〜二

俣全面通行止め）
　国道 473 号土砂流出（福用、葛籠〜石風呂全面通行止め）
河川／越水５件（南原沢川・伊久美川・波田川・東光寺谷

川・長池川） 
断水／121 世帯（伊久美地区・川根地区） ※
停電／ 210 世帯（川根町笹間地区・大代地区の一部）※
孤立／ 716 世帯・1,577人（伊久美地区・川根地区）※
※印の数値は、発災後の最大数です。

■ り災証明の発行  問福祉課 ☎ 36‐7407
とき／月〜金曜日（祝日を除く） 午前 8 時 30 分〜午後 5

時 15 分 
ところ／市役所本庁舎 福祉課（１階 )
※当面の間、金谷北・金谷南・川根支所、初倉・六合公民館

でも受け付けています。
持ち物／印鑑、被害状況のわかる写真、委任状（申請者が

代理人の場合）

■ 台風被害に伴うごみの受け入れ 問環境課 ☎ 34‐1122
とき／午前 8 時 30 分〜正午、午後 1 時〜5 時
ところ／田代環境プラザ
対象／水に浸かってしまった畳・テレビ・冷蔵庫・洗濯機な

どの大型家具・家電製品
※災害と関係ないごみは持ち込めません。
※できる限り分別してください。
※小さいものは、収集日に決められた集積所へ。

■ 住家被害に対する災害見舞金の交付について
問福祉課 ☎ 36‐7407

対象／台風 15 号により住家に被害を受けた世帯主
金額／全壊 5 万円、半壊３万円
　床上浸水２万円・床下浸水 1 万円（土砂などを含む）
※見舞金の交付は、り災証明書交付申請が必要です。申

請に基づき、市から対象となる世帯主へ見舞金のご案
内を郵送します。

主な被災状況 （10月4日時点。危機管理課確認）

■ 雨量（mm）

被災者向け支援のお知らせ被災者向け支援のお知らせ

地区 時間雨量（時間帯） 積算雨量

島田 126　(23 日 午後8 時50 分から） 309

伊久美 127　（23 日 午後11 時50 分から） 546

金谷 87　（23 日 午後8 時30 分から） 248

川根 88　（23 日 午後10 時50 分から） 409

塩本 108　（23 日 午後11 時10 分から） 397

笹間 107　（24 日 午前0 時から） 431
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